
不 正 に 係 る 調 査 の 流 れ  

外部等からの申立て・告発 

通報窓口（本部総務課） 

統括管理責任者（本部事務長） 

最高管理責任者（学長） 

予備調査 

競争的資金等の不正に係る調査委員会 
（弁護士・公認会計士等外部委員の参加） 

本調査 

裁定 

最高管理責任者（学長） 

認定・公表 

処分 

※学長が必要であると認めたとき 

30日以内に調査の要否を判断および関係機関に報告 

210日以内に調査終了および関係機関に報告 

通知 意見 

（通知日から30日以内） 

対象研究者等 

通知 

異議申し立て（通知日から14日以内） 


